
令和８年度不祥事防止のための活動計画 

福山市立中条小学校 

不祥事防止委員会 

1．目的 

    職員が高い倫理観や規範意識の維持向上を図り、不祥事を起こさない学校を作るために、不祥事

防止委員会を設立し、組織的・主体的・効果的に取り組む。 

２．活動内容 

 （１）服務研修や教育活動に係る「ヒヤリ・ハット」活動による情報収集・状況把握 

 （２）服務研修プログラムの企画・実施（「教職員による不祥事の根絶(改訂版)」の活用） 

 （３）服務研修の進捗管理及び内容・方法の改善に関わる協議 

 （４）不祥事防止チェックリスト、児童・保護者アンケート結果分析に基づく取組 

 （５）PTA等との連携・定期的な情報提供 

３．構成メンバー 

  校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・保健主事・事務主任 

４．開催時期 

  原則として毎月初めの 15時下校の日に委員会を開催し、同週木曜日に全体で研修を行う。 

５．不祥事防止委員会活動計画 

月 活動・研修計画 内容・資料等 

４ 本年度の研修計画、公金の取り扱い、会計処

理について 

会計処理規定等 

５ 求められる教職員像について 教職員による不祥事の根絶（改訂版） 

６ 不祥事防止のための実態調査（児童・保

護者） 

実態調査分析 

７ 食中毒及び食物アレルギー対応 危機管理マニュアル確認 

８ わいせつ行為等の防止について 教職員による不祥事の根絶（改訂版） 

９ ストレス対応について メンタルヘルス研修資料 

１０ 懲戒処分と給与について 教職員による不祥事の根絶（改訂版） 

１１ 不祥事防止のための実態調査（児童・保

護者）  

実態調査分析 

１２ 児童虐待防止について 鳥取県作成資料 

１ 飲酒運転防止について 教職員による不祥事の根絶（改訂版） 

2 不祥事防止のための実態調査（児童・保

護者）  

実態調査分析 

３ 著作権保護について 文科省作成資料 

 

 ６．不祥事防止に向けての校内での日常的な取組について 

   ○「体罰・ハラスメント相談窓口」の徹底を図る。 

   ○記者発表資料（不祥事事例）を配布し、読んで意識化を図る。（暮会時・研修時間） 

   ○職員同士のコミュニケーション（日常的に、退校時等の声の掛け合い） 

   ○暮会時に児童についての情報交換を行う。 


